
②サステナビリティ投資
（非財務的要素を考慮した投資・
スチュワードシップ活動）

 

運用力強化の取組方針（概要）

①組織体制の整備

①運用方法・業務運営

③情報発信の強化
○組合員等への更なる理解促進
○運用機関等とのリレーションの構築

○長期的な投資収益の拡大に資する、
非財務的要素（ESGやインパクト）を
考慮した投資・スチュワードシップ活動の推進

○ポートフォリオの適切な管理
○新興運用業者を含めた優良な運用機関の
選定・管理等

○オルタナティブ投資の推進
○運用リスク管理の高度化

○地共済全体及び各組合等の運用状況の
分析、リスク指標のモニタリング等の充実

（１）地共連の運用力強化 （２）地共済全体の協力・連携の推進

（３）運用力強化の基盤となる組織・人員の体制整備等

②人員・業務執行体制の充実

○CIO（チーフ・インベストメント・オフィサー）の設置
○非財務的要素を考慮した投資・スチュワードシップ活動等の専門部署の創設
○運用部門と独立したリスク管理部門の再配置

○取組方針を実現するための人員の確保
○計画的な人材育成
○デジタル化などによる効率的・効果的な業務執行
○コンプライアンスや法務機能の強化

○地共連は、組合員等の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に年金積立金の運用を行っている。
○制度的な要請、組合員等に対する受託者責任を前提としながら、社会経済環境の変化や、アセットオーナーに
求められる役割等を踏まえ、不断に運用力強化・体制の充実を検討し、取り組む。

○地共済の組合等の業務の適正かつ円滑な運営に資するよう、運用状況の管理の充実、連携の強化を図る。

＋

①運用状況の管理

○運用実務に関する知見・能力の向上に
繋がる研修やノウハウの共有

②組合等との連携
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